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Abstract

　This Article is the latter half of “Child Pornography Possession and Restitution in the Internet Age: 

Focusing on Recent Situation in the United States and Interpretation of 18 U.S.C. §2259,” published 

in the Journal of Tokyo International University: the School of Economics, No. 51, September, 

2014. The purpose of this Article is to examine the relationship between a possession of child 

pornography downloaded through the Internet and the mandatory restitution prescribed in §2259 

of Title 18 of the United States Code (18 U.S.C. §2259), which has been discussed extensively in the 

United States recently.

　Part VII of this Article surveys some court decisions regarding restitution claims alleged by child 

pornography victims across the United States. In Part VIII, after considering the meaning and 

construction of the proximate cause language (i.e., as a proximate result of the offense) within 

18 U.S.C. §2259 (b)(3)(F), and whether or not the mandatory restitution is applied to child 

pornography victims, it is made clear that, first of all, if examined in great detail the legislative 

process in Congress, the proximate cause is required only to the last “catchall provision” (F) of §2259 
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(b)(3). At least, according to the current statutory language and the grammatical structure of §2259 

(b)(3), it is thought that such interpretation is rational. And secondly, child pornography victims are 

entitled to mandatory restitution relief prescribed in that provision. Ensuring mandatory restitution 

to child pornography victims is perfectly consistent with the intent of Congress and the consensus of 

society as a whole, and such practice can lead to realizing the relief and recovery of child pornography 

victims.

　Additionally, as a supplement, the last part of this Article presents a brief account about the United 

States Supreme Court Decision Paroline v. United States, 134 S. Ct. 1710 (2014), and “Amy and 

Vicky Child Pornography Victim Restitution Improvement Act of 2014,” proposed to Congress in 

order to amend 18 U.S.C. §2259 after Paroline.

Keyword:  児童ポルノ（child pornography）；必要的被害弁償（mandatory restitution）；インター
ネット（internet）；近接原因（proximate cause）；アメリカ合衆国法典第18編2259条（18 
U.S.C. §2259）；パロライン対合衆国判決，合衆国最高裁判所判例集134巻1710頁（2014
年）（Paroline v. United States, 134 S. Ct. 1710（2014））
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Ⅶ．被害弁償に関する裁判所の判断

　それでは，被害弁償を請求する被害者の主張に対して，裁判所はどのように判断しているので
あろうか。裁判所の判断の分類の仕方としては，すでに述べたような18 U.S.C. §2259にいう近接
原因の要件の解釈を基準とすることも考えられるが，ここでは，被害弁償を命じるかどうかとい
う点に第一の基準を置き，その中で，近接原因の要件の解釈を加味することにしたい。

1．全体的な状況
　Ⅴ．で触れたような2人の被害者が提起した一連の事例をみると，次のような特徴があることを
指摘できる。まず，東端のメーン州から西端のハワイ州に至るまで合衆国の全土に跨って訴えが
提起されていること，そして，これらの事例においては，基本的な事情はほぼ共通しているとい
うことである。すなわち，①被告人は児童ポルノの所持について有罪と認定され，被害者から被
害弁償の請求がなされている，ただし，②被害者は被告人とは面識はなく，その所持・閲覧とい
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う行為についても認識していなかったという点である。そこで，同じ被害者が，同じ事実に関し
て，同じ証拠に基づいて，同じ法律を根拠にして，被害弁償を請求しているのであるから，裁判
所が，同じ事実に関して，同じ証拠に基づいて，同じ法律を適用すれば，同じ判断が下されるは
ずであるが，実際には裁判所の判断は同じではなく，被害弁償を命じるものと否定するものとに
分かれているのである。119）そして，同じ裁判所でも事例によって判断が分かれるという状況にあ
る。120）

　判断内容や弁償額についても，例えば，将来に渡るセラピー費用等を含めて，請求額全額であ
る326万3,758ドルの被害弁償を命じたFreemanや，近接原因については特に検討することなく，
同じく請求額全額である368万153ドルを命じたStaplesがある一方で，当該犯罪が損害の原因と
なっていることを示す証拠が欠けているとして，被害弁償を否定したCovertやUnited States v. 

Simon，121）また，被告人に対して一定額の被害弁償（a set amount of restitution）を命じたUnited 

States v. Reynolds，122）裁判官による判断を受けて検察官と被告人側弁護人との間で弁償額につい
ての約定が行われた（stipulated）United States v. Lubiewski123）等がある。そして，弁償額も，
100ドルというように極めて低額の弁償が命じられたUnited States v. Church124）の他，標準額
（standard amount）という形で一定額の弁償が命じられている場合もある。例えば，カリフォルニ
ア中部地区裁判所ではBrownのように5,000ドルが，同東部地区同ではReynoldsやFerenciのよ
うに3,000ドルが一つの目安となっているようである。

2．被害弁償が命じられた事例
　被害弁償を命じた裁判所の判断は，次のような2つのものに分けることができよう。すなわち，
（1）§2259では近接原因の要件が求められているとした上で，当該事案ではその存在・証明が認
められるとして，被害弁償を命じたものと，（2）近接原因の要件についてはそもそも求められて
いないとして，被害弁償を命じたものである。ただし，後者の判断は第5巡回区裁判所等に限ら
れ，それほど多くはないため，以下では主に前者を念頭に置くことにする。
　これらの事例では，まず，①§2259に規定されている被害弁償の性質について，近接原因の要
件によって一定の限界があることを認めながらも，これを必要的な制度として導入するという議
会の意思を強調し，125）次に，②被写体となった児童は本条が想定している被害者の範囲に含まれ
る，そして，③近接原因の要件についても，被告人は，被害者が受けた被害について合理的に予
見することができた 126）などとして被害弁償が命じられている。
　例えば，United States v. Aumais127）は，近接原因の要件によってのみ制限されることはあり得
るとしても，議会は，§2259に基づいて，被告人の行為によって引き起こされたすべての被害に
ついて被害者に対して全額の弁償を認めることを意図していたことは間違いないとする。また，
Kearney128）は，§2259に関して，近接原因の要件は必要であるとした上で，①被告人が児童ポル
ノを所持した時点で被害については合理的に予見することはできたのであり，この要件は満たさ
れている，また，②§2259は§3663等よりも被害者に対する補償を手厚くするという趣旨で規定
されたものであり，近接原因の要件について厳格に解することは§2259の立法趣旨に反する旨を
判示している。
　これらの事例は，近接原因の要件を必要としながらも，広く解釈する立場に立ち，被告人によ
る児童ポルノの所持という行為が被害の近接原因になっているとして，被害弁償を命じるもので
ある。129）そのため，この考え方を推し進めれば，被告人の行為と被害との間に特定のつながりが
あることの証明までは求められないということになり，130）当該被告人がポルノを所持しているこ
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とを認識していたということを示す証拠を被害者が提示していない場合でも近接原因は認められ
る 131）ということになろう。
　また，被害の点についても，Brunner132）では，被害者が受けた一般的な被害に関する証拠のみ
が提出され，被害者が被告人のことを認識していたことを示す証拠は提出されていなかったので
あるが，Ⅵ．3．で触れたように，裁判所は，VIS や被害者の心理状態報告書によって，被告人が
被害者に対して特定の被害を与えたということを認めている。133）

　ところで，被害弁償が命じられた事例では，近接原因の要件についてはいくつかの視点から検
討されている。134）一つは，被告人の行為が被害の実質的な要因となっているかどうかという点に
着目したものである。例えば，Hardy135）は，真の問題は，被告人がAmyに被害を与えたかどう
かではなく，被告人の行為が，彼女が受けた被害全体に対する実質的な要因となっているかどう
かであるとしている。そして，Aumais136）も，①他にもその画像を所持している者がいるという
事実をもってしても，当該被告人の所持という行為によって引き起こされた被害は取り除かれる
ことはなく，減じられることもない，②他の者の行為とは関係なく，また，被害者が被告人の行
為について認識しているかどうかにも関係なく，当該被告人の所持という行為によって被害が引
き起こされていることは厳然たる事実であるとする。その上で，近接原因の要件というのは，当
該行為が被害の唯一の又は最大の原因になっていることの証明は求めていないが，代わりに，当
該行為が被害の実質的な要因となっていることは求められているとするのである。もう一つは，
児童ポルノ市場に被告人が参加しているという被告人の行為に着目したものである。例えば，
Brunner137）は，被告人は，児童ポルノを所持するという行為によって継続的な虐待のサイクルに
参加しており，よって被害者に精神的なトラウマを与えていると，また，Hicks138）は，被害者が
虐待される画像の譲渡を求める行為は，§2259による被害弁償を認めるための必要な要件である
継続的な被害に対して十分に近接したつながりを持っているとしている。

3．被害弁償が否定された事例
　次に，被害弁償を否定した裁判所の判断も2つに分けることができよう。すなわち，§2259で
は近接原因の要件が求められているとした上で，（1）被害のどの部分が被告人の行為によって生
じたのか，政府は近接原因に関して証明していないとか，その証明が不十分であるとするものと，
（2）そもそも被告人による児童ポルノの所持という行為は近接原因に該当しないとしたものであ
る。これらの立場も，被写体となった児童が被害弁償の対象となる児童ポルノ所持の被害者であ
ることは認めているが，専ら，被害者が受けた被害と被告人の行為との間に近接原因を見出すこ
とができないとして，被害弁償を否定しているのである。139）すなわち，被害者であるかどうかと
いう問題と，どのような被害が被告人の行為によって近接して生じたのかという近接原因の問題
は別のものであると考えている 140）ということになる。
　（1）の考え方は，近接原因というのは，裁判所が審問において，特定の被告人によってその害
悪が引き起こされたということを確認できた場合にのみ認めることができるという前提に立つも
のである。第2及び第9，第11等の巡回区裁判所がこの立場にあり，例えば，Kennedy141）では，
政府は，被害者が被告人の行為を認識していたということを示す証拠を提示しておらず，被告人
の行為と特定の被害との間の因果関係を証明していないとされ，Aumais142）では，Amyが被害を
受けていることは認められたが，彼女が提出したVISや心理状態報告書は被告人が逮捕される前に
作成されていると指摘され，彼女が受けた被害が，画像を所持するという被告人の行為によって
近接して引き起こされたと考えることはできないとされた。
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　また，地方裁判所の事例として，Paroline143）は，①被告人の行為によって近接して被害を受け
たことを示すことが困難であるからといって，それによって被害者が受けた被害に関する政府の
立証責任が免除されることにはならない，②Amy が主張する被害というのは，彼女に対する最初
の虐待に加え，その画像が存在し，出回っているということによって引き起こされたものであり，
それが被告人の特定の行為によって引き起こされたものであるということを示す努力は示されて
いないとする。また，Van Brackle144）も，①被害のどの部分が当初の虐待とは別に当該被告人の
行為によって近接して引き起こされたのかということが，提示された証拠によって合理的な確実
性を持って確認されなければならない，②この区別がなされなければ，被告人はすべての行為者
によって引き起こされたすべての被害について責任を負わされることになってしまうなどとして
いる。
　これらの事例では，①被告人による所持という行為が被害者に対して特定の被害を引き起こし
ていることの証明がなければ，近接原因の要件は認められず，②被害者に対して一般的な害悪
（generalized harm）が生じたことの証明だけでは合理的に被害弁償を認めるには不十分である 145）

ということが強調されている。
　（2）の考え方は，被告人の行為によって，被害者がそれ以前に受けていた被害を超えた，特定
の被害が引き起こされたとは認められないという前提に立つものである。例えば，Berk146）は，政
府は，被告人の行為がなければ当該被害は生じなかったということ，そして，被告人の行為と被
害との間の因果関係は，現実的にも又時間的にも極端に弱いものではないということを証明しな
ければならないとした上で，①被害者が主張する被害は，画像がインターネット上で一般に閲覧
されていると認識することによって生じた一般的なものであり，特定の被告人が画像を閲覧して
いるという行為によって生じたものではない，そして，②被告人の行為を認識したことによって
受けた被害については特に主張されておらず，すでに受けていた被害を超えて，新たな被害を受
けていることを示す証拠はない，さらに，③Amy及びVicky共に，被告人が彼女たちの画像を閲覧
する前から，当初の虐待及び第三者が自分たちの画像を閲覧しているかもしれないと考えること
によって被害を受けていたとする。147）また，Faxon148）は，被害者は，被告人の身元や前科，犯罪
事実についても認識していないのであって，このことは，当該被告人が画像を所持しているかど
うかなどに関係なく被害者は被害を受けていたということを示しているとする。
　これらの事例では，被害者が受けた被害は，被告人以外の者によるものも含めた無数の閲覧行
為によって生じた，区別することのできない被害の集合体であるということ，149）そして，特定の
被告人がそれをダウンロードするかどうかに関係なく，また，被害者が被告人やその行為につい
て認識しているかどうかに関係なく生じたものである 150）ということが強調されている。
　なお，Burgess151）は，被告人の所持という行為のみで近接原因を構成していることは肯定しな
がらも，それが被害者が受けたすべての被害を引き起こしたことの十分な原因となっているかど
うかは疑わしいなどとして，被害の程度や弁償額について再度検討するよう求めて事案を差し戻
している。152）

Ⅷ．若干の検討

　以下では，まず，18 U.S.C. §2259（b）（3）における近接原因の要件をどのように位置づけるか，
すなわち，この要件は同（b）（3）のどの部分に係っているのかという点について，次に，児童ポ
ルノ所持の被害者に対しても被害弁償は適用されるべきなのかという点について若干の検討をし
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てみたいと思う。

1．18 U.S.C. §2259（b）（3）における近接原因の要件の位置づけ
　Ⅵ．3．で触れたように，裁判所は，§2259（b）（3）の解釈として，被害者が受けた被害と被告
人の行為との間の因果関係（近接原因）の証明を求めているのか，より具体的に言えば，近接原
因の要件は同（b）（3）（A）から（F）までに規定されている6項目すべてに求められているのかど
うかという点で二分している。153）この点については，まず，被告人が負うべき責任の範囲との関
係からは，Staplesのように，近接原因の要件を問題としない立場は適切ではないと考えられる。
この立場によれば，児童ポルノの所持によって何らかの被害が生じ，当該児童はその被害を受け
ていると判断されると，被害弁償が認められることになる。154）しかし，被害弁償というのは，被
告人が有罪と認定された特定の行為によって引き起こされた損失を対象として，これに限定され
なければならない 155）と考えられる。
　一方で，（A）から（E）までの項目に対しても（F）と同様に近接原因の要件が求められている
と考えることにも若干の疑問を感じる。というのは，まず，被害弁償に関する一般法ともいえる
§3663の（a）（2）では，被害者について，「被害弁償が命じられる犯罪が遂行された結果として，
直接かつ近接して被害を受けた者」を意味すると規定されている。しかし，それから12年後に制
定された§2259（c）では，近接原因についての文言はなく，代わりに「本章に規定された犯罪
が遂行された結果として，被害を受けた個人」を意味すると規定されている。とするならば，被
害者の定義に関する規定において近接原因の要件が削除されていることの解釈としては，議会は，
被害弁償を広範なものに拡大して，すべての被害者にこれを認めようという趣旨から，被害者に
対しては近接原因の要件を課す意図がないことを示そうとしたのではないかと考えられるのであ
る。156）換言すれば，議会は，被害者が被告人の所持という行為によって一般的な被害を受けたこ
とを証明すれば，裁判所は被害弁償命令を発出しなければならないというように意図していた 157）

ということである。
　次に，§2259（b）（3）では，被害者が弁償を求めることができる項目のうち，明確に近接原因
に言及されているのは最後の（F）のみである。この点については，すべての項目についてこの要
件が求められているというように解釈することも不可能ではないのかもしれないが，より合理的
な解釈の仕方は，（A）から（E）においては故意に近接原因に関する文言は削除され，最後の（F） 
についてのみ近接原因が求められている 158）と考えることではないだろうか。ここでのポイントは
条文の規定の仕方であるが，やはり，議会は，1994年に§2259を立法化した際には，意図的に近
接原因の要件は（F）のみに係るように規定したのではないかと考えられるのである。すなわち，
（b）（3）の内容については，まず（A）から（E）までは具体的な形で被害弁償の対象となるものが
規定されており，こうしたものであれば，近接原因の要件を必要とせずとも児童ポルノの所持と
の間で因果関係を認めることはできる。ただし，弁償の対象となる被害を余すところなく盛り込
むために規定された（F）については，この項目の内容自体がやや抽象的で，限界を設定しづらい
内容になっているために，議会はあえて限界を設定するために近接原因の要件を付したのではな
いかと考えられるのである。159）また，近接原因の要件が（A）から（F）まですべての項目に適用
されるとしたならば，被害者にとっては特定の被告人によって近接して被害を受けたということ
を証明するのは困難なことになり，被害弁償が認められる可能性は低くなってしまうのではない
かと思われる。というのは，これまで被害者は当該被告人に会ったことはなく，被告人が被害者
の画像を閲覧していることを知っていたわけでもないことはもちろん，他にも同様の行為をして
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いる者が無数に存在しているということは認めざるを得ないからである。しかし，他にも同様の
行為を行っている者が存在しているといったことを理由として，被告人が利益を受けるようなこ
とは認められるべきではない 160）と考えられる。
　また，§2259と同時に立法化された，電話販売詐欺（telemarketing fraud）の被害者に対する被
害弁償について規定した§2327の（b）（3）では，「『被害者が受けたすべての損害』という文言は，
犯罪の近接した結果として，被害者が受けたすべての損害を意味する」とされている。そこで，
もし，議会が，児童ポルノの被害者が受けた6項目すべての被害に対して近接原因の要件を課す意
図があったとするならば，現在の§2259のように，あえて個別に6項目を明記する必要はなかっ
たのではないか，そうではなく，§2327と同様の形で規定すればよかったのではないか 161）と考え
られるのである。
　さらにいえば，そもそも被害者が所持人の行為によって近接して被害を受けたことを示すのは
困難であるとされている（Ⅶ．3．参照）にも拘らず，議会は児童ポルノの所持を必要的被害弁償の
対象犯罪に含めているのである。ここには，児童ポルノの被写体とされる児童というのは，特に
被害を受けやすい立場にあるがために，煩瑣な手続を用意することによって被害弁償を困難なも
のにするのではなく，より広範な保護や救済を付与しようという意図を読み取ることもできる。162）

とするならば，一方で，被害弁償の申立人が被告人の行為によって大きな被害を受け，被害弁償
の対象となる被害者であることを認めておきながら，他方で，近接原因の要件を証明できないと
いう理由で被害弁償が認められなくなるというような事態が生じる制度を議会が採用したとは俄
かには考えられない。近接原因の要件を（A）から（E）にまで求めてしまっては，所持の場合
には被害弁償はほとんど認められないことになり，立法の趣旨が実現されない本末転倒の結果と
なってしまうのではないか 163）と考えられる。

2．児童ポルノ所持の被害者と被害弁償
　（1）被害弁償を命じた裁判所については，次のように評価されている。すなわち，こうした裁
判所は，被告人こそが被害者が受けた被害の一部又は全部の近接原因であると結論づけることを
急ぎ過ぎたために，長年に渡って培われてきた因果関係に関する法的議論を無視している。そし
て，近接原因の要件と被害者が被害を受けたという要件とを一緒にし，因果関係に関する分析を
省略してしまっているというのである。そのため，裁判所が一旦，何らかの被害が存在するとい
う理由で因果関係が存在すると認定してしまうと，因果関係についてはそれ以上詳しく分析され
ることはなくなり，児童ポルノの所持人の責任は際限のないものになってしまう 164）と危惧されて
いる。例えば，Brunnerに関して言えば，被告人が児童ポルノを所持していたことが，被害者が
受けた被害にどのように影響したのかに特に言及することなく，法廷に提出されたVIS や心理状態
報告書に基づいて検討され，被害弁償が認められている。この報告書は，被害者が受けた被害の
内容や程度についてまとめたものであるが，被告人と被害者との間の因果関係に関する隔たりを
埋めるようなものではない。ここで被害者が主張している被害というのは，通常は，当該ポルノ
が人目に付く状態に置かれているという恐怖心によって生ずるもので，被告人個人の所持という
行為によって生ずるものではない。この報告書は，裁判所に対して被害の内容を提示するだけで，
被害について誰が責任を負うかについて示したものではないにも拘わらず，被告人と被害との間
の因果関係を示すものとして認められている 165）というのである。
　そして，このように近接原因の要件について検討しないまま，画像が広く流通し，閲覧されて
いると認識することによって生ずる一般的な被害についてまで弁償するよう命じることは，§2259 
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を，児童ポルノについて有罪が認められると，被害者が主張する被害については自動的に責任を
負わせる無過失責任法に変化させてしまうことになる 166）とも指摘される。
　また，Hardy等で採用されている実質的要因という考え方について，これは，被害の中には当
初の性的虐待やその後のポルノの製造による被害が含まれることがあるとしても，所持という行
為こそが被害の近接原因になっているとする考え方である。167）しかし，直接的な性的虐待及び元々
のポルノの製造の方が，所持よりも被害者に与える被害は遥かに大きいと考えられるにも拘らず，
この考え方はこれらの行為すべてを同等に被害の実質的な源になっていると評価しているところ
があると，そして，こうした考え方によって，所持という行為の持つ意味が誤って強調される一
方，当初の虐待者等によって引き起こされた被害の重大さが軽視され，被告人の責任はその行為
を超えて拡大することになってしまう 168）とされる。
　（2）一方で，被害弁償を否定した裁判所は，近接原因について，「当該結果を直接的に生み出し，
それがなければ当該結果が生じなかったであろう原因行為」と位置づけている。169）このように，
この立場は，特に個々の被告人の行為及びその行為から結果として生じる被害に焦点を当て，さ
らに，生じた被害が被告人の行為と密接に結びついていることを求めることによって，被害者に
引き起こしてはいない被害については責めを負うことがないよう被告人の責任を構成しているの
である。そして，検察官に対して，単に被害者は一般的な意味での被害を受けたということでは
なく，当該犯罪の結果として被害を受けたことを証明する責任を課している。したがって，この
立場によると，個々の被告人に責任を負わせるためには，被害者が受けた一般的な被害を示す証
拠では不十分であるということになる。170）そして，近接原因の要件を立証する証拠がないにも拘
らず，裁判所がそれについて十分に検討することなく被害弁償を認めてしまうと，（1）でも触れ
たように，被告人の責任は際限のないものとなり，被害弁償は推測と憶測に基づいた恣意的な救
済と化してしまう 171）とする。こうして，この立場は，やはり被告人が有罪とされた行為と被害と
の間に因果関係があることを示す証拠が存在すること，そして，そうした事実を検察官が立証す
ることを必要とする。172）そうすることによって，児童ポルノの所持人は，当初の虐待又はポルノ
の製造によって生じた被害については責任を課されることはなくなり，自らの行為によって生じ
た被害についてのみ責任を負うことになるというのである。
（3）裁判所が児童ポルノ所持の被害者に対して被害弁償を命じる又は否定するというように二分し
ているのは，§2259（b）（3）における近接原因の要件の位置づけに関する理解の相違に加え，特
定の被害の内容に関する理解，あるいは，近接原因の内容そのものをどのように理解するか，そ
の相違に起因するところが大きいと考えられる。すなわち，被害弁償を命じる立場は，被告人の
行為によって特定の被害が生じたということを認めることが合理的であると評価し，同時に，そ
うした場合に被害者に対して補償を行うというのが議会の確固たる意思であるとするのに対して，
これを否定する立場は，多くの事例においては，被告人の行為がなかったならば特定の被害は生
じなかったであろうということが証拠の優越の原則に従って証明されていない 173）とした上で，児
童ポルノ所持の被害者に対して被害弁償を認めることは，被告人が実際にはその原因となる行為
を行っていない被害に対してまで責任を負わせることになる危険があり，被害弁償の本質や目的，
刑事責任の概念とも合致しないことになる 174）とするのである。
　因果関係ということを強調して，被害弁償を否定する後者の立場の主眼は，被告人の責任に関
して合理的な限界を設定するという点にあると考えられる。これが刑事法においては重要な視点
であることは言うまでもないことであるが，この立場に対しては，次のような指摘をすることも
できよう。すなわち，合衆国最高裁判所の過去の判示内容や議会の意思，社会の基本的な考え方
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によれば，児童ポルノの所持が当該児童に対して種々の被害，しかも，当初の虐待によるものと
は異なった継続的な被害を与えていることは広く認められている。175）そして，被害弁償命令を児
童ポルノ所持の場合にも認めることは立法が想定していることである。にも拘らず，自明である
ともいえる被害を証明するよう求めることは，政府に対して必要以上に重い立証責任を課すこと
にはならないか，また，こうした場合に因果関係が認められないとして被告人に被害弁償の責任
を認めないのであれば，この種の事例では，§2259の文言に反して，被告人は被害弁償を免除さ
れる一方，被害者は救済の対象の外に置かれてしまうのではないか 176）ということである。また，
画像の所持人が無数に存在する場合には，裁判所は，合理的な確実性を持って当該被害が特定の
被告人によって引き起こされたということを認定することができなくなってしまい，177）被害者へ
の救済は実現しなくなるのではないかと考えられる。後者の立場の主張は，裁判所は因果関係の
問題を十分に検討していないのではないかという不信の念に基づくものではないだろうか。この
点で，個々の事例においては，因果関係や近接原因の要件について十分に検討しておくことが重
要な意味を持っていることは言うまでもない。
　次に，後者の立場は，被害弁償の目的との関係では以下のように主張する。すなわち，被害弁
償の目的にはいくつかのものが考えられるが，近接原因の存在を曖昧にしたままで被害弁償を認
めても，どの目的も実現されることはない。被告人の行為と被害との間に十分な因果関係を見出
せないにも拘らず被害弁償を命ずることは，被告人が引き起こしていない被害を根拠として被告
人を罰することと同じであるし，こうした被害について被害者に補償したとしても，それは根拠
のない誤ったものであり，いずれにしろ，被害弁償の目的には沿わない。これでは，被害弁償は，
刑事司法におけるその本質的な存在価値を失うだけである 178）というのである。しかし，この点
も，被告人の行為と被害との間の因果関係に関する問題であり，被告人の行為は，被害弁償が命
じられる対象となる被害の近接原因になっていなければならないという基本原則を堅持すること
によって対応することはできよう。179）むしろ，被害弁償には，被害者に救済を付与すると同時に
被告人を処罰することもできるという重要な機能が認められる 180）のであり，裁判所が近接原因
の問題について十分に関心を払い，慎重に検討することで被害弁償の実効性は高まると考えられ
る。181）

　なお，合衆国憲法第8修正との関係 182）については，次のようにいわれる。すなわち，被告人の
特定の行為によって被害が生じたということの証明がなされていないにも拘らず，近接原因につ
いて拡大解釈することによって，被告人の行為によるものではない被害についても責任を認め，
被害弁償を命ずることは，法的に誤りであるだけではなく，同修正に違反する可能性がある 183）と
いうのである。しかし，児童ポルノの所持によって被害が生じていることは否定できない事実で
ある。そして，例えば，United States v. Dubose184）は，MVRA に基づいて被害弁償命令を発出す
ることは，被告人の違法な活動によって引き起こされた被害者の損害と直接関係しており，全額
の被害弁償を認めたとしても過剰ではない，したがって，同修正に違反するものではないと，ま
た，Hardy185）も，児童ポルノ所持の場合には，被告人の行為は近接原因を構成しているのであり，
被害弁償を認めても同修正には違反しないとしている。もちろん，弁償額が余りにも高額に過ぎ
れば，それは被告人にとっては公正なものとして受け入れることはできず，被害弁償の役割を果
たさないということになろう。186）この点では，適切な弁償額を算出することが重要な意味を持っ
ていると考えられる。
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お わ り に

　これまで合衆国の刑事司法においては，児童ポルノ関連犯罪に対しては，拘禁刑を採用し，犯
罪者を長期間に渡って拘禁することによって抑止につなげるという手法が採られてきた。しかし，
現在においても依然として児童ポルノ産業は増殖を続けている。そこで，こうした犯罪をより効
果的に抑止し，被害者を救済するための手段として，現在では，ただ単に拘禁刑を重くするのみ
ではなく，被告人に対して被害全体の補償を命じる被害弁償にも関心が寄せられている 187）のであ
る。その背景には，①拘禁刑を重くするだけでは，被害者の救済には直接的にはつながらず，ま
た，②被害弁償によっても被害者が完全に元の状態に戻るということはないかもしれないが，被
害回復への道のりを経済的な面から支援することはできるかもしれない 188）といった考えがあるの
であろう。
　議会は，児童ポルノ等性的搾取に関連する犯罪の被害者に対しては，必要的に被害弁償を認め
るという意思を明確にしている。そして，裁判所においても，法律上の要件との関係で被害弁償
を認めることができない場合であっても，児童ポルノの被害者に対する同情や，本来であれば被
害弁償が認められるべきである旨が判示されることは多い。言ってみれば，被害弁償というのは，
児童ポルノの被害者に対して補償を行うに当たって熱望されていた必要不可欠の手段なのであ
る。189）インターネットを利用した形態での所持であるため，所持人と被害者との間に直接的な接
触はなく，また，他にも同様の行為を行っている者は無数に存在しているといったことを強調し
て，被害弁償を認めることはできないとすることが適切といえるかどうかは疑問である。また，
裁判所に提出されたVIS や被害者の心理状態報告書が，所持人が逮捕される前に作成されていたと
いう理由で被害弁償を否定することについても，これは法廷での戦略上の不手際に基づくもので
あって，被害者が近接して被害を受けていないこととは必ずしも結びつくものではない。
　児童ポルノの被害者は，自らが性的に虐待される様子が記録された画像が誰でもが閲覧できる
状態で広く流通しており，それを削除することができないということに怯えながら生きていかな
ければならないのである。これは他の性的虐待の被害者が受ける被害とは大きく異なったもので
ある。こうした被害はやはり補償されなければならないと考えられるが，一方で，被害弁償命令
に関しては，健全な法原則が維持されるべきも当然である。190）この点で，18 U.S.C. §2259（b）（3） 
の解釈は重要な意味を持っている。まず，被害弁償の範囲は，所持の事案であれば，被告人の所
持という行為に基づくものに限られるべきであり，近接原因の要件そのものは求められなければ
ならない。次に，確かに，Porto Rico Railwayで示された考え方やHardyで示された「同類解釈則」
という考え方はある。そして，一つの条文の中で（A）から（F）まで複数の対象を列挙して，（A） 
から（E）までとこれとは別に（F）のみというように，異なった証明責任や因果関係を要求する
のは不自然な印象も受けてしまう。しかし，「直前例示の原則（rule of the last antecedent）」，すな
わち，特に反対の理由がない限り，修飾語句は直前に例示されたもののみに係るとする考え方も
ある。191）議会としては，裁判官が，医療費や逸失賃金といった形で被害者が受けたすべての損害
を検討の対象に加えられるように同条を規定したのであり，現在の規定の仕方からは

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（強調は筆
者），（F）を除いて，これを制限するような近接原因の要件は求められていないとするのがその趣
旨に沿った解釈なのではないかと考えられる。192）

　最終的には，合衆国最高裁判所の判断によって，近接原因の要件に関する議論については終止
符が打たれるかもしれない。193）しかし，§2259（b）（3）の解釈について明確にするだけでは真の
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問題解決には至らないと思われる。司法における判断を統一すると同時に，被害者に対して十分
な被害回復を提供し，被告人に対しても公正を保障するためには，インターネット時代における
児童ポルノ問題の特徴を踏まえた上での議会による同条の再検討が求められることになろう。194）

　児童ポルノの所持人というのは，製造には関与しておらず，児童ポルノ・ネットワークの末端
に位置しているに過ぎないが，被写体となった児童には明確かつ永続的な被害をもたらしている。
にも拘らず，こうした所持人に被害弁償の責任を認めないのは，§2259 の文言や議会の意思にも
反する「明確かつ議論の余地のない誤りである」。195）そのために，被害者はさらに被害を受けるこ
とになる 196）ということを忘れてはならない。
　なお，児童ポルノ所持の被害者に対する被害弁償に関しては，仮にこれを認めるとしても，そ
の弁償額をどのような形で算出し，命じるのか，また，繰り返し弁償を受けることは認められる
のかといった問題もあるが，これらの点については他日，別稿で検討したいと思う。

　※本稿脱稿後，Paroline v. United States, 134 S. Ct. 1710（2014）に接した。本判決では，18 U.S.C. 

§2259の解釈を含めて，児童ポルノ所持の被害者と被害弁償を巡る問題について，合衆国最高裁
判所の考え方が示されている。本稿（1）はすでに校正段階に入っていたために，本判決に触れる
ことはしなかったが，（2・完）はまだ校正前の段階であったために，ここで補遺という形で触れ
ておきたいと思う（本来であれば，本文の中で検討すべきものであるが，（1）の内容にも影響す
る可能性があると考えられたため，あえて本文とは別に，補遺という形をとることにした）。

補遺　Paroline v. United Statesについて
　Ⅵ．及びⅦ．で触れたように，18 U.S.C. §2259の文言についてはどのように解釈すべきか，ま
た，児童ポルノ所持の被害者に対しても被害弁償は適用されるべきなのかといった問題について，
控訴裁判所等の判断は二分していたのであるが，合衆国最高裁判所は2014年4月23日，Paroline v. 

United States197）において，最高裁判所としての考え方を示した。

1．本件の概要及び経過
　本件の簡単な概要及び経過は以下の通りである（各裁判所の判断の一部については，すでに本
稿（1）の本文の中でも，それぞれの文脈と関連する範囲で触れている）。198）

　本件被告人は，150枚から300枚に及ぶ児童ポルノ画像を所持していたために，2009年に児童ポ
ルノ所持の罪で有罪判決を受けた。そして，この画像の中にAmyのものが2枚含まれていたため
に，Amyから約340万ドルの被害弁償の請求を受けていた 199）のである。これに対して，テキサス
東部地区連邦地方裁判所のLeonard E. Davis裁判官は，検察官は，Amyの画像2枚を所持するとい
う被告人の行為によって，被害者に対してどのような損害が直接引き起こされたのかを証明する
責任を果たしていないなどとして，被害弁償の請求を認めなかった。200）そこで，AmyがWMによ
る救済を求めて申立てを行ったところ，第5巡回区裁判所は，地方裁判所の判断には明確な裁量の
濫用はないとして，一旦はこの申立てを却下した 201）のであるが，後日，Amyが再度の審問を求め
て申立てを行ったところ，第5巡回区裁判所の別の合議体によってこれは認められた。202）そして，
審理が行われた後，同裁判所のEmilio M. Garza裁判官は，①§2259は，被害弁償の対象としてい
る同（b）（3）（A）から（F）まですべての項目について，被告人の犯罪行為によって近接して引き
起こされた損害に限定しているわけではない，②その損害が生じるに当たって，他の犯罪者も一



東京国際大学論叢　人間科学・複合領域研究　第 1号　2016年 3月̶  68  ̶

定の役割を果たしているとしても，画像を所持している被告人はそれぞれ，画像が取り引きされ
ることによって被害者が受けたすべての損害に対して責任を負うべきであるなどとして，地方裁
判所の判断を覆し，被害弁償を認めた 203）のである。そこで，被告人が，上告受理の申立てを行っ
たところ，これが認容され，最高裁判所は，本年4月，以下のように判示した。その結果，第5巡
回区裁判所の判断は覆され，差し戻されることとなったのである。
　多数意見はKennedy裁判官が執筆し，これにGinsburg及びBreyer，Alito，Kagan各裁判官が参
加している。また，Roberts首席裁判官が反対意見を述べ，これにScalia及びThomas各裁判官が
参加し，Sotomayor裁判官も個別に反対意見を述べている。

2．Kennedy裁判官による多数意見
　（1）多数意見では，まず，§2259による被害弁償は被告人の犯罪行為によって近接して引き
起こされた損害に限定されるのかどうか，換言すれば，近接原因の要件は同（b）（3）のどの項目
に係るのかという問題について検討されている。そして，その前提として，近接原因の要件につ
いて，①これは，行為と結果との間の因果関係が余りにも弱いものであるために，その帰結が単
なる偶然に，より類似したものになってしまいがちな状況において責任が生ずることを防止する
ためのものであり，同条が一般的な近接原因の要件を求めて被害弁償の範囲に制限を課している
と解釈することは我々の良識とも一致する，204）②近接原因というのは，刑事法及び不法行為法の
分野において，因果関係について検討する際には当然の論点なのであり，仮に近接原因の要件に
ついて明確に言及されていない場合であっても，当裁判所は，裁判実務において近接原因の証明
が求められるのはもっともであると判断してきた 205）などとして，その機能を積極的に位置づけ
ている。その上で，本件の場合について考えてみると，同条では近接原因の要件が求められてい
るのであるから，その解釈の仕方はそれほど困難ではないとし，さらに，Porto Rico Railwayや
Seatrainの判示内容にも触れた上で，この要件は同（b）（3）に規定されているすべての項目に適
用される，よって，被害弁償は，被告人が被害者に対して近接して引き起こした損害の範囲に限
定して適用されるのが適切である 206）旨が判示された。
　また，被害者が指摘している「直前例示の原則」について（なお，おわりに参照）は，この原
則と雖も「必ずしも絶対的なものではなく，他の原則に優先されることは十分にあり得る」ので
あり，これまでも当裁判所はこの原則を機械的に適用することはしてこなかった 207）とした。加え
て，被害者が，もし，議会が，§2259によって弁償される損害について，当該犯罪行為によって
近接して引き起こされたものに限定する意図を持っていたのであれば，議会は，電話販売詐欺に
係る被害弁償に関する§2327と同様の規定の仕方をすることができたはずであると主張している
ことについて（なお，Ⅷ．1．参照）も，被害者のこの主張は，もし，近接原因の要件が6項目す
べてに適用されるのであれば，最初の5項目は無意味なものになってしまうのではないかという趣
旨であろうが，これは説得力が欠ける主張である。なぜならば，最初の5項目というのは，地方裁
判所に対して，議会が，第110章に規定されている犯罪の近接した結果として生ずることが多いと
考えている損害の個別の種類を提示したものだからである 208）などとして，その存在意義を積極的
に認め，被害者の主張に反論している。
　（2）次に，本件においては，被告人にはどのような範囲で被害弁償が命じられるべきなのかとい
う点が取り上げられ，ここでは，まず，因果関係に関する検討が行われている。すなわち，①合
衆国における法の伝統としては，「前提となるある行為がなかったならば，何らかの結果は生じな
かったであろうということが示されなければ，その行為が結果に対する事実上の原因になってい
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ると評価することはできない」という「因果関係に関する『なかりせば理論』（but-for causation）」
がよく知られている，そして，②児童ポルノの製造のような場合には，この理論を用いての因果
関係の証明は容易にできるのであるが，本件の場合には，この点についての証明はなされていな
い。仮に被告人による画像の閲覧行為がなかったとしても，その他大勢の者が被害者の画像を閲
覧しており，また，将来においても閲覧したであろうから，被告人の行為がなかったならば，被
害者が受けた損害は全く異なったものになっていたはずであるということは証明されていないか
らである 209）などと指摘している。
　被害者の方では，本件のような児童ポルノ所持の事案においては，§2259はもう少し緩和され
た因果関係を要求していると裁判所は解釈すべきであると主張している。多数意見は，こうした
主張については，まず，複数の行為者の結合した行為によって害悪が生じているような場合には，
裁判所は「なかりせば理論」を適用してこなかったという点では被害者の主張にも一理ある 210）と
して，一定の理解を示している。そして，実際に，被害者が主張している別の考え方に関心を寄
せている。すなわち，画像の所持人はそれぞれが，被害者が継続的に受けているトラウマを生み
出すのに十分な原因の一端を担っているのであるから，所持人それぞれが，画像が取り引きされ
ていることの結果として生じているすべてのトラウマや損害の事実上の原因になっているとして
扱われるべきであるという「集合的因果関係理論（aggregate causation theory）」である。211）しかし，
多数意見は，この考え方に対しては消極的な評価をしている。すなわち，議会がこうした考え方
を採用していることを明確に示す文言がないにも拘わらず，特に刑事法の解釈においてこの考え
方を採用すると，被害者の画像の所持人それぞれが他の何千人もの所持人による行為の結果につ
いても責任を負うことになるという「衝撃的な結果（striking outcome）」が生じてしまうがために，
当裁判所はこの考え方とは距離を置いてきた 212）というのである。他にも，問題点として，①被害
者が受けた損害の原因となる因果の過程における被告人の寄与度（contribution）というのは，児
童ポルノの製造者や分配人のそれに比べても微小なものであり，被害者が受けたすべての損害が，
たった一人の所持人の犯罪行為による近接した結果であると理解することが理に適っているかど
うかは疑わしいところがある，②議会は，§2259が，被害者が主張しているような広範な形，す
なわち，被害弁償というのは被告人自身の行為による結果を反映したものでなければならず，地
理的にも時間的にも離れたところで独立して行動し，被告人自身は接触したこともない犯罪者の
行為による結果を反映したものであってはならないという根本原則に反するような形で適用され
ることを意図していたことを示すようなものもない 213）といったことが指摘されている。
　次に，多数意見は，被害者が，この点に関連して，自らが受けたすべての損害について個々の
所持人に対して責任を負わせるとしても，これらの所持人は相互に求償権（contribution）を行使
できるのであるから，こうした責任の認め方は公正であると主張していることに対して，次のよ
うに判示している。①そもそも被害者は，異なった法域の異なった手続において有罪と認定され，
同一の被害者に対して被害弁償が命じられた場合であっても，被告人は相互に求償権を行使でき
るとする法的根拠を示していない，また，②被害者の主張では，法的には，あるいは，現実的に
は，求償権を行使することはできないにも拘らず，彼女の画像を所持している個々の所持人に対
して，独立して行動している他の何千人もの所持人や分配人による結果についても責任を負わせ
ることにつながり，これでは―被害弁償と伝統的な罰金ということで若干の相違はあるものの
―，過剰な罰金を禁止する合衆国憲法第8修正との関連で問題が生じよう，そして，③一人の画
像の所持人に対して，他の何千人もの犯罪者によって集合的に引き起こされた多額の損害の責任
を負わせてしまっては均衡が図れないのではないかといった疑問が生じるなどと指摘し，§2259
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について，被害者が主張しているように解釈することはできない 214）というのである。
　（3）もっとも，このようにして，被害者が受けたすべての損害が，被告人の行為によって近接
した結果として引き起こされたものであるという主張は却下されなければならないとしながらも，
このことは，必ずしも被害者が主張する集合的因果関係理論の基本的な考え方が，本件のような
場合に全く無関係であるということを意味するわけではない 215）とする。というのは，被害者が受
けた損害の原因は画像が取り引きされていることにあり，被告人はその画像の閲覧者の一人なの
であるから，原因の一端を担っている。被害者が受けた損害のうち，被告人が引き起こした増加
分を個別に確定することはできないが，その一部に被告人が関与していることは論を俟たない 216）

からである。そして，多数意見は，無数の人間によって自らの画像が閲覧されており，また，将
来においても閲覧されるであろうということを認識した結果として，被害者が継続して筆舌に尽
くし難い被害を受けていることは万人が認めるところであり，§2259が念頭に置いている救済目
的との関連では，本件のような場合に被害弁償を認めないことが常軌に反した結論を導くことも
疑問の余地はない。議会が，本件で生じているような害悪に関して被害者に被害弁償が認められ
ることを望んでいるのは間違いなく，同条の文言は，被害者の苦悩の原因となっている行為者に
よって補償が行われることを議会が意図していることを示している。児童ポルノに関連する犯罪
を訴追するに当たって，同条について，その文言を死文（dead letter）化させてしまうような形で
適用することは，上記のような議会の考えを否定することにつながる 217）としている。
　（4）また，先に触れた「なかりせば理論」に対しては，まず，次のような基本的な疑問が提示
されており，多数意見は必ずしもこの考え方に与しているというわけではない。すなわち，①本
件のような場合に被害弁償を否定することは，絶対的な被害弁償を規定した§2259の刑罰目的
（penological purposes）に反する上に，②児童ポルノ画像の閲覧というのは，その一回の行為が児
童虐待の繰り返しであるといえるが，本件のような犯罪に関して法が被害弁償を絶対的なものと
したのは，被告人に対して，自らの行為が実在する個々の被害者に対して破滅につながるような
害悪をもたらすのだということを印象づけることにある，③にも拘らず，犯罪者に対して，児童
ポルノの所持は被害者なき犯罪であるというような間違った印象を与えるような形で同条を適用
するのはその立法趣旨に合致しないであろうというのである。このような点を指摘した上で，①
もし，同条が厳格な「なかりせば理論」に基づいた因果関係の証明を要求していると解釈するの
であれば，立法趣旨からは逸れてしまうことになる，②同条では，確かに，議会は，被害弁償を
被告人の行為による「近接した結果」である損害に限定しているが，それほど練られたとはいえ
ないこの文言は「なかりせば理論」に基づいた証明までは要求していない，③因果関係について
このような厳格な考え方を採用してしまうと，議会が意図した目的は害されてしまうのであり，
法の文言や伝統的な原則がこうした考え方を明確に求めていないのであれば，それを採用するこ
とは受け入れられないといえよう 218）というのである。
　（5）本件における多数意見の考え方は次のようにまとめることができる。被告人が被害者の画
像を所持しており，被害者はその画像が継続的に取り引きされることによって大きな損害を受け
ていることは証明できる一方で，伝統的な意味での因果関係を求めてしまうと，特定の損害を
個々の被告人の責めに帰すことができない場合には，§2259を適用するに当たって，裁判所は，
被害者が受けた一般的な損害の原因となった因果の過程において被告人が果たした相対的な役割
と釣り合った額の被害弁償を命じなければならない。そして，本件被告人による画像の所持とい
う行為と，画像が取り引きされることによって被害者が受けた損害全体との間の因果関係の本質
を考えると，本件のような場合には，被害弁償額は高くはならないはずである。しかし，また，
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それは名ばかりの（token）又は名目的な（nominal）額になることもない。ここで求められる被害
弁償額は，被害者が受けた損害の原因となった因果の過程において犯罪者が果たした役割を認識
した上で算出される，合理的かつ制限的な範囲での（circumscribed），さらに，因果の過程におい
て犯罪者が果たした相対的な役割の大きさに適合した額になるはずである。こうした額であれば，
被害者が受けたすべての損害に対する被害弁償を受けることに役立つと同時に，被告人に対して，
児童ポルノに関連する犯罪というのは，たとえ単純な画像の所持に過ぎない場合であっても，実
在する被害者に被害を与えるのだということを印象づける，こうした一対になった目的に貢献す
ることができる 219）ということである。
　（6）それでは，実際に地方裁判所はどのようにして適切な弁償額の算出に当たるべきなのかと
いう問題が残るが，この点についても言及はされている。すなわち，多数意見は，これは単なる
数学的な操作（precise mathematical inquiry）であるはずはなく，裁量の行使や確かな理論に基づ
いた判断が関わってくる問題である，ただし，これは，刑事裁判における量刑，あるいは，被害
弁償という特定の領域においては，特に珍しいことではない 220）とする。しかし，具体的な内容に
ついてまで踏み込んだ解釈は示されず，今回の多数意見では，①地方裁判所が適切な弁償額を算
出する際に考慮すべき要素 221）は多岐に渡っており，そのため，現時点では，適切な弁償額を算出
するための正確な計算方式（algorithm）を提示する必要はないし，それを提示することは適切で
もないと，さらに，②これらの要素は，もし，それが弁償額を算出するための公式に盛り込まれ
た場合には，被害弁償命令は微々たる額のものになってしまうであろうから，何らかの公式に盛
り込まれる必要はなく，犯罪に合致した額を算出するための大まかな指標として機能すべきであ
る 222）とされた。
　これに対して，被害者の方では，自分たちが受けた損害というのは「分割して考えることはで
きないもの」であるから，被告人の役割の大きさを基準とした考え方は受け入れられないとして
いる。しかし，多数意見は，仮に被害者が受けた損害が完全に「分割して考えることはできな
いもの」であるとしても，被告人をその損害すべてに関する近接原因として扱うことは適切では
ない。むしろ，被害者が受けた一般的な損害の背後にある，因果の全過程において被告人が果た
した役割を考慮に入れて，被告人は被害者が受けた損害の一部についてのみ原因となっている
と考える方が§2259の立法目的を達成することにつながる上に，被害者の請求を一切認めない
（emptyhanded）というようなおかしな結果が生ずることを回避し，量刑における均衡の要求を満
たすこともできる 223）としている。
　被害者としては，さらに，①多数意見のような考え方では，「僅かばかりの」被害弁償が認めら
れるに過ぎず，「長期に渡って訴訟を提起しても，完全な被害の回復には至らない」，②「被害者
に対する議会の約束は内容のない口約束（empty gesture）にされてしまう」と主張している。こ
うした主張については，多数意見は，①議会は，如何なる犠牲を払ったとしても，被害者に対し
て完全かつ迅速な被害弁償を約束したわけではない，②確かに，§2259は確固たる被害弁償の目
的を規定しているが，その目的について，それは，被告人に対して，被害者が受けた損害に対す
る被告人個人の因果関係の範囲から大きく逸脱した弁償額を自動的に負担させることにあると曲
解することはできない 224）とする。続けて，①多数意見のような理解の仕方の方が，被告人に対
して，自分たちの行為に被害者がいないわけではないということを印象づけるのに効果的である，
また，②被害者が受けたすべての損害を一握りの裕福な所持人に弁償させ，それ以外の者は弁償
しなくてもよいとするのでは，刑事における被害弁償の重要な目的を害することになる，③もち
ろん，被害者はいつの日にか，児童ポルノ画像によって受けた損害のすべてに対して被害弁償を
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受けるべきであるが，その支払いについては，それぞれの犯罪者が結果に対して果たした役割の
程度やそれぞれの状況に，より正確に比例した額の支払い責任を，広範囲に及ぶ犯罪者に分散さ
せることが重要である 225）などとしている。
　ただし，多数意見も，その考え方には裁量や推測が伴うことから，難点があることは認めてい
る。しかし，①地方裁判所は日頃から，一般的な量刑判断においても，また，特定の被害弁償命
令の発出においても，広範な裁量を行使して事案に対応している。そこで，地方裁判所が，こう
した実務において最善を尽くすことによって，被害者には補償が行われなければならず，被告人
は，他の行為者ではなく，自らが行った行為によって被害者に与えた損害に対して責任を負わな
ければならないという原則を維持することができる，また，②現時点において，より詳細な指針
がなければ，多数意見で示された因果関係に関する基準が合理的に適用されないと考える理由は
見当たらない，③この種の事例におけるこれまでの経験に鑑みれば，また，§3664（e）の文言に
よれば，検察官に被害者が受けた損害を証明する責任があるのであるから，検察官であれば，他
の事例で請求され，命じられた被害弁償額について，地方裁判所に伝えることができるはずであ
る 226）とされた。
　このように判示して，因果関係について「なかりせば理論」に基づいた厳格な証明を求めた地
方裁判所の判断には誤りがあると，同時に，§2259に関する第5巡回区裁判所の解釈も誤りである
とされたのである。

3．Roberts首席裁判官による反対意見
　一方，Roberts首席裁判官は，以下のような反対意見を述べている。
　まず，Amyが受けた損害は被害弁償を受けるに値するものであるとする点では多数意見に賛成
するが，現在の被害弁償法は，本件のような場合に，Amyに被害弁償を認めることを困難なもの
にしてしまっている。本件被告人が行った行為について考えてみると，Amyが受けた「損害の額」
については恣意的な判断をせざるを得なくなってしまうのであるが，刑事法の分野においては恣
意的な判断というのは好ましいものではない。そこで，多数意見は，「被害者が受けた一般的な損
害の原因となった因果の過程において被告人が果たした相対的な役割」に焦点を当てることによっ
て，より一貫した被害弁償制度を構築しようとしているのであるが，これでは，議会が想定して
いたものとは異なった制度になってしまう 227）というのである。
　その後，具体的な検討に入り，まず，§2259が要求する近接原因の要件については，本件にお
いては難無く認めることができるとする。被告人は，自らの行為が，将来における逸失賃金やカ
ウンセリング費用等Amyが受けたと主張している様々な損害の原因となるであろうことは容易に
予見できたはずであり，したがって，こうした損害と被告人の「有害な行為」との間には「直接
的な関係」があるからである。228）

　しかし，その一方で，被害弁償は，被告人以外の者による犯罪行為によって引き起こされた損
害に対しては命じられてはならないとして，本件においては現実的な因果関係（actual causation）
を認めることができるのかという問題提起を行う。229）そして，まず，本件において有罪と認めら
れたのは被告人がAmyの画像を2枚所持していたという行為であるが，この行為がAmyが受けた
何百万ドルもの損害を現実に引き起こしたと考える者はいない 230）として，現実的な因果関係の
有無については否定的な評価をしている。続けて，①本件においては，§2259の規定上，被告人
によって引き起こされたAmyの損害のうち，どの程度のものが被害弁償として認められるべきな
のかを判断するのは非常に困難な問題であるが，議会はこの問題に対する解決の仕組みを用意し
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ていないと，また，②同条では，被害弁償命令は§3664に基づいて発出されるべきであるとされ
ているが，そもそも§3664は，詐欺や暴行のように，被告人によってもたらされた損害額を確定
することがそれほど困難ではない犯罪に関する被害弁償を規定したものであるとして，§2259と
§3664の相違を指摘し，さらに，③無数の者による，互いに独立した行為によって徐々に形成さ
れていったという，本件においてAmyが受けている被害の特殊な性質等も強調して，231）本件にお
いては，Amyに被害弁償を認めることはできないとした。
　多数意見については，次のように評価している。多数意見が採用している，「因果の過程におい
て被告人が果たした相対的な役割」に基づいて評価を行うという手法について，§2259では，被
告人の行為によって生じた損害のみを基礎として被害弁償が求められているのであり，これは被
告人の相対的な責任に基づいて求められているものではない。被告人を，Amyに損害を与えたそ
の他の犯罪者と同列に位置づけようとする多数意見の考え方は，地方裁判所が，Amyが受けた損
害額を算出しようとする際の役に立つものではない 232）とする。続けて，多数意見の考え方では，
Amyを原状に回復させることはできそうにないとも指摘する。裁判所が，被害に対する被告人の
相対的な寄与度をどのようにして公正に評価するかというのは困難な作業だからである。233）

　最後に，多数意見は，Amyは何も補償を付与されることなく帰ることになるわけではない旨を
判示しているが，現在の法規定からは，本件においてはAmyに対して被害弁償を否定することも
許されているとする。その上で，当裁判所は，議会に対して法改正を行う機会を付与すべきであ
る 234）と結論づけている。

4．Sotomayor裁判官による反対意見
　また，Sotomayor裁判官は，以下のような反対意見を述べ，逆に，第5巡回区裁判所の判断を支
持している。
　まず，多数意見に対しては，次のように評価している。多数意見は，無数の者が参加したこと
によって生じた害悪に対して個々の所持人が果たした部分的な役割に合致しないと考えられる損
害については被害弁償を否定する一方で，児童は被告人以外の無数の者によって被害を受けて
いるから被害弁償は認められないというような奇妙な理由に基づいて被害弁償を否定する立場に
も与していない。多数意見は，それが正当な結論であると考えているものを達成しようとしてい
る 235）などとして，この点については肯定的な評価をしている。236）

　しかし，その一方で，§2259の立法趣旨や内容との整合性にも着目している。すなわち，①議
会は，「被害者が受けたすべての損害」に対する被害弁償を命じているのであり，本件被告人のよ
うな者に対しては，その故意の行為に基づいて生じた分割不可能な損害に対して連帯責任を認め
る（jointly and severally liable）という不法行為法の確立した原則に基づいた枠組みを用意してい
る，また，②被害者が受けた損害に対して完全な補償を認めてしまうと，特定の被告人に対して
不公正な取り扱いをすることになるという懸念が指摘されているが，この点についても，裁判所
は，被告人に対して，その経済状態に基づいて必要があれば，「額の一部」を定期的に支払うよう
命ずることができる，議会はこのような仕組みを用意しているとして，多数意見の考え方は法の
内容に合致していない 237）と指摘する。
　具体的な検討としては，まず，本件においては，①被告人の行為はAmyが受けた害悪に対して
十分な因果関係を有しているかどうか，②この因果関係の存在が認められた場合，被告人にはど
のような被害弁償が命じられるべきかという2つの問題がある 238）とする。
　前者の問題については，多数意見同様，Amyが受けた損害は「児童ポルノに関連した犯罪と直
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接関係しており，予見可能なものであった」のであり，論ずるまでもない 239）として，これを肯定
する。
　後者の問題については，次のように述べている。まず，「なかりせば理論」に基づくと，児童ポ
ルノの被害者は，無数の者の行為によって被害を受けているからというおかしな理由によって被
害弁償を受けることができなくなってしまい，「必要的」という法の文言とは逆の被害弁償になっ
てしまう 240）として，この理論については否定的に理解した上で，これに代わる考え方として，集
合的因果関係理論をあげる。すなわち，①§2259の文言は明確であり，犯罪者の数が多いから被
告人が責任を免れるというような例外は認めていない，②集合的因果関係理論というのは正にこ
うした例外的な事態を避けるために存在するのであり，同条の文言や内容からは，むしろ，議会
としては，同条にこの理論を導入しようとしていたと考える十分な理由がある 241）というのである。
このように，同裁判官は集合的因果関係理論の方を積極的に評価しているように見受けられる。
　続けて，この理論に関する多数意見の考え方については，次のように評価する。すなわち，多
数意見は，「なかりせば理論」に基づいて「伝統的な意味での因果関係を求めると」，画像の所持人
たちは「被害者が受けた損害のうち，特定の部分」を引き起こしたと「いうことはできない」場
合であっても，§2259は所持人たちに幾許かの被害弁償の支払いを求めていると解釈しているこ
とから，少なくとも一定の範囲では集合的因果関係理論を認めているとする。その一方で，集合
的因果関係理論の「厳格な論法」については，これを採用してしまうと，個々の所持人に対して「集
合的に生じたすべての損害の額に対して」支払いを求めるという「衝撃的な結果」を招く虞があ
ることから，否定的に評価している。そこで，「§2259を適用するに当たって，裁判所は」，「被害
者が受けた一般的な損害」に対して「被告人が果たした相対的な」寄与度と「釣り合った額の被
害弁償を命じなければならない」と認めているとするのである。このように多数意見が採用して
いる，被告人が果たした役割を基準とした比例分割という考え方（apportionment approach242））は，
「量刑における均衡」という目的を達成することにもつながるし，「被害者の請求を一切認めない」
というような事態を避けることができる，また，「支払い責任」を犯罪者たちに「分散させる」こ
とができるといった点では，理に適っているように見えるが，根本的な問題，すなわち，議会で
制定された法の文言には合致しないという問題が残っているとする。同裁判官によれば，同条は，
裁判所に対して「割合に応じた」又は「相対的な」額の被害弁償ではなく，「被害者が受けたすべ
ての損害」に対する被害弁償を命ずるよう要求しているからである。同条では，「被害弁償命令は，
被告人に対して，被害者が受けたすべての損害について補償するよう命じられなければならない」
旨が規定されているが，命じられ「なければならない」という文言は「裁量を行使することので
きない義務」を課すということを意味している。したがって，被害弁償の請求について審理する
裁判所は，この法律上の義務から逸脱することは認められず，他の被告人が，当該被害者が受け
た害悪と同じものを引き起こしたかどうかに関係なく，完全な被害弁償を命じなければならない 243）

というのである。
　また，同裁判官は，§2259の立法の経緯にも着目している。すなわち，議会は，同条を他の法
制度との関係を全く無視して起草したわけではなく，むしろ，すでに確立している不法行為法の
伝統や基本原則を加味しながら起草したのであるとする。すなわち，児童ポルノ産業の特徴や，
被害者が受けた損害は分割できないものであるという性質を踏まえているからこそ，同条には，
伝統的な不法行為法の原則によって連帯責任が求められるという内容が盛り込まれることになる
というのである。議会は，「被害者が受けたすべての損害」に対して被害弁償を求めることによっ
て，この原則を放棄しようとしたのではなく，むしろ，包摂しようとしたのである 244）という。そ
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こで，こうした考え方に立つのであれば，児童ポルノの所持人は，画像を取り引きするという共
通の目的を達成しようとしている所持人や分配人等で構成される世界的な規模のネットワークの
一部として活動しているのであるから，共同責任を負うことになる，なぜなら，被告人自身はこ
うした児童ポルノ産業の各構成員と関係があるということはないかもしれないが，自分たちの行
為によって児童に害悪が生じることは避けられないという認識を持って活動していることは間違
いないからである 245）とする。
　その上で，多数意見が採用した考え方を批判する。すなわち，多数意見は，§2259の文言や伝
統的な不法行為法の理念を無視し，連帯責任という考え方を個々の被告人に対して適用すると不
公平な結果が生ずるかもしれないという懸念の下に，比例分割という考え方を採用したのである
とする。換言すれば，多数意見は，現在の同条によれば，個々の被告人には他の犯罪者に対する
求償権の行使が認められていないから，比例分割という考え方が必要であるとしているというこ
とである。しかし，同裁判官は，自身も，現行法上は求償権の行使が認められていないことには
同意しながらも，そのこと故に，議会が，「被害者が受けたすべての損害」という文言を，それを
否定する文脈で用いようとしているとは考えられないとする。そして，別に，議会がすでに用意
している定期的な支払い予定制度（periodic payment schedules）（§3664（f）参照）を利用するこ
とによって，収入の少ない被告人に対して不公平な結果が生ずるのではないかという懸念は払拭
されようし，同時に，裕福な被告人に対して被害者が受けた損害すべてに対する一括した被害弁
償が命じられるというような不都合も避けることができる 246）とする。
　最後に，同裁判官も，法改正による解決を促している。すなわち，最終的な決定権を有してい
るのは議会であり，もし，議会が，完全な被害弁償を命ずるという制度を再度採用したいと考え
るのであれば，現在の§2259の規定内容よりも明確な形で規定することができるし，集合的因果
関係の考え方を盛り込むこともできよう，さらには，多数意見が採用した比例分割という考え方
ではなく，§2255を参考にして，最低限の固定弁償額制度（fixed minimum restitution amounts）
を採用することもできよう 247）としている。

5．若干の検討
　まず，本判決については，「5対4」で多数意見が導かれているとされている 248）が，正確には，
次のような3つの立場に分かれている。すなわち，①本件のように，児童ポルノ画像が所持される
ことによって被害を受けた被害者に対しては，制限的な範囲で，被告人の役割と釣り合った額の
被害弁償が認められるべきであるとするKennedy裁判官他4名による多数意見の立場と，②現在の
被害弁償法においては，被害弁償額を適切に算出するための仕組みがなく，被害者が受けた損害
の額については「恣意的な判断」をせざるを得なくなってしまうために，これは認められないと
するRoberts首席裁判官他2名の立場と，③被害者に対しては，「被害者が受けたすべての損害」に
対する被害弁償が認められるべきであるとするSotomayor裁判官の立場である。
　さて，多数意見に対しては，いくつかの批判的な評価がなされている。例えば，多数意見は，
金銭的な責任を割り当てるための特別な公式を構築することを拒否し，代わりに，地方裁判所の
裁判官に対して検討のための端緒となる僅かばかりの，そして，弁償額の算出にはほとんど役に
立たないヒントを与えただけで「最善を尽くす」よう求めている 249）というのである。言ってみれ
ば，今回の多数意見では，被害者は被告人からどのようにして，どの程度の被害弁償を受けるこ
とになるのかについて明確な判断が示されていないということであろう。実際に，多数意見では，
「もちろん，被害者はいつの日にか，児童ポルノ画像によって受けた損害のすべてに対して被害弁
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償を受けるべきである」とか，被害弁償額は「名ばかりの又は名目的な額になることもない」と
明言されている。しかし，被害者が受けるべき適切な被害弁償額がどれくらいなのかということ
についてはほとんど示されていない 250）のである。確かに，多数意見によると，§2259の解釈及び
その関連で被告人が負うべき被害弁償の範囲については明確にされたといえるかもしれない。し
かし，具体的な弁償額の算出については，地方裁判所が日常的に被害弁償の請求に対応しており，
また，検察官を通して適切な弁償額を知り得るといったことが強調され，必ずしも明確な基準は
判示されないまま，事実審段階の実務にそのまま委ねられてしまった感は否めない。しかし，実
際には，事実審裁判所等で言い渡される弁償額は一定しておらず，そのために混乱が生じて，合
衆国最高裁判所の判断が求められていたのである。今回の多数意見がこうした期待に沿うものと
いえるかどうかは疑問である。
　そして，多数意見は，被害者に対しては，そのすべての損害に対する被害弁償ではなく，制限
的な範囲で被害弁償が認められるべきであり，「如何なる犠牲を払ったとしても」といった文言は
付けながらも，「議会は」「被害者に対して完全かつ迅速な被害弁償を約束したわけではない」と
まで述べている。しかし，議会の意思は，被害者には，児童ポルノに関連する犯罪によって有罪
とされた者から，すべての損害に対して完全な被害弁償を認めるということにあったはずである。
とするならば，多数意見の考え方は少なくとも立法趣旨には合致しないのではないかと思われる。
　また，§2259の解釈についても若干の疑問がある。本件では，1994年に議会が同条を制定した
際の立法手続に参加した議員がまとめた法廷助言者による意見書面 251）が提出されている。同書面
では，①本条によって「被害者」としての資格を認められた者に対しては，裁判所は被害弁償を
認めなければならず，言ってみれば，「被害者」として認められるだけで，同（b）（3）（A）から（E）
までに規定されている5つの項目について補償を受けるために必要な因果関係が認められる。ただ
し，6番目の項目は，まだ確定していない，そして，予測することができない可能性のある費用を
含めた包括的なカテゴリーを意味している。そこで，議会は，予測することが困難なカテゴリー
に含まれる費用についてのみ

0 0

（強調は筆者），近接原因の要件を制限的に付加したのである。この
趣旨は明白であり，そのまま理解されるべきである，252）また，②1994年法の起草段階においては，
当初は同条は含まれておらず，別に，特定の性犯罪や家庭内暴力事件における被害弁償について
規定した§2248及び§2264が含まれていた。そして，これらの条文では，被害弁償の対象となる
項目として，（A）から（E）までの5つの規定があり，そのうちの（C）と（E）（後者は，その後，
改正されて，現在は（F）になっている）という2カ所で近接原因の要件が付加されていた。これ
はつまり，議会としては，特定の項目についてのみ個別に

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（同）近接原因の要件を付加するとい
う意図を持っていたことを意味しており，もし，最後の（E）に付加されているこの要件を暗黙
のうちに（implicitly）他のすべての項目にまで適用するという意図を持っていたのであれば，あ
えて（C）でもこの要件を付加し，二度も盛り込むようなことはしなかったはずである。その後，
§2248及び§2264の（C）からは近接原因の要件は削除されているのであるが，§2259というの
はこれら2つの条文をモデルとしたものであり，同条が規定される前に2つの条文の（C）から近
接原因の要件が削除されていたために，同条にはもともと1カ所でしかこの要件は規定されなかっ
たのである 253）といったことが指摘されている。こうした§2259の立法の経緯に鑑みるならば，議
会は，あえて（F）のみに

0 0 0

（同）近接原因の要件を付加する一方，他の項目にはこれを付加しない
という決断をしたと考えられるのである（なお，Ⅷ．1．参照）。この点は看過することはできな
いと思われるが，多数意見ではこうした経緯については特に検討されている様子がみられないの
である。
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　なお，Roberts首席裁判官による反対意見に関しても，仮に現実的な因果関係を認めることがで
きないということを理由として，あるいは，現行法制度のまま被害者に対して被害弁償を認めて
しまうと恣意的なものになってしまうというような理由を挙げてこれを否定するとしても，本件
のように，被害者が虐待されている画像を所持することで有罪とされた被告人による被害弁償を
否定してしまうのは，やはり§2259の立法趣旨とは合致せず，むしろ，その方が不当ではないか
と思われる。254）

　多数意見による限り，AmyやVickyその他の被害者は完全な被害弁償を受けるまでどれくらい
待てばよいのかという疑問が生ずる 255）のは致し方ないように思われる。しかし，児童ポルノの被
害者は，遠い将来の「いつの日にか」ではなく，可能な限り迅速に，有罪を認められた犯罪者か
ら完全な被害弁償を受けることが保障されるべきであろう。256）多数意見のような考え方によって，
Amyに代表される児童ポルノの被害者が，児童ポルノ犯罪によって受けた計り知れない害悪から
回復する可能性が不当に奪い取られてしまってはならない。257）

6．議会におけるその後の対応
　最高裁判所によるParolineにおいて，児童ポルノとの関連では現在の被害弁償法による限り，
被害者に完全な被害弁償を認めることは困難であると指摘され，また，明確に法改正を促す意見
もあったことから，合衆国では，その後，18 U.S.C. §2259を改正するために，本年の第113議会
に「2014年児童ポルノの被害者Amy及びVickyに対する被害者弁償改善法（Amy and Vicky Child 

Pornography Victim Restitution Improvement Act of 2014）案」258）が提出されている。
　本法案では，まず，近接原因の要件に関する改正が行われようとしていることが注目される。
すなわち，被害弁償の対象となる項目として，これまでの（A）から（E）までの5項目が明記され（そ
の一部に「生涯に渡る（lifetime）」という文言が付加されている），これとは別の項において，被
害弁償の対象項目を補充する文言の中で近接原因の要件について言及されている（法案Sec. 3（1）
参照）のである。そのため，上記5項目については近接原因の要件は求められないことが明確にさ
れたといえよう。
　次に，被害弁償の仕組みについて場合分けがされ，やや詳細に規定されるようになった。すな
わち，被害者が，一人の被告人による児童ポルノに関連した犯罪行為の結果として被害を受けて
いる場合には，裁判所は，被告人が引き起こしたすべての損害を確定して，当該被告人に対し
て，少なくとも被害者が受けたすべての損害に該当する額の被害弁償を命じなければならない（同
Sec. 3（3）参照）と，一方で，被害者が，訴追されている者か有罪判決を受けた者かなどに関係
なく，一人以上の者による児童ポルノに関連した犯罪行為の結果として被害を受けている場合に
は，裁判所は，それら複数の者が引き起こしたすべての損害，又は，それらの者が引き起こした
と合理的に考えられる損害を確定して，以下のうち，被害者の利益になるような形で被害弁償を
命じなければならないとされた。すなわち，①被害者が受けたすべての損害に該当する額，又は，
②命じられる額が，①の被害者が受けたすべての損害に該当する額に満たない場合には，その額
に加え，製造の事案においては少なくとも25万ドル，頒布の事案においては同15万ドル，所持の
事案においては同2万5,000ドルの被害弁償を命じなければならない（同）ということである。ま
た，弁償額の上限について規定され，被害者が受けたすべての損害を超える額の被害弁償命令を
発出することはできない（同）とされた。さらに，被告人相互間の責任の所在と求償権について
も規定され，まず，前者については，前述した①の被害弁償命令を受けた被告人は，同様の命令
を受けた他のすべての被告人との間で連帯責任を負わなければならない（同）とされた。そして，
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後者については，同①の被害弁償命令を受けた被告人や，同②の場合に，法の規定に従って命じ
られた額に等しい額の，又は，それ以上の額の弁償を行った被告人は，同①の命令を受けた他の
被告人に対して求償権を行使することができる（同）旨が規定された。
　本法案は，児童ポルノが与える害悪の特質に着目して実用的な手法を取り入れたものであり，
①当初の性的虐待から最終的な児童ポルノ画像の所持に至るまで，被害者が長期間に渡って受け
るすべての害悪に焦点を当てている，②被害者に対する効果的かつ迅速な被害弁償を目指してい
る，③複数の被告人が同じ被害者に対して害悪を与えている場合には，被告人相互間で被害弁償
額を分担することを認めているといったところに特色がある 259）とされている。
　なお，本法案は当初は本年秋にも採決されることが期待されていた 260）が，現在は委員会におけ
る審議が続いている状態にある。261）
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